
（２）居住誘導区域 

本市で設定している居住誘導区域は次のとおりです。 

 

①中心市街地周辺エリア（247.9ha） 

②具同市街地周辺エリア（141.7ha） 

③古津賀市街地周辺エリア（50.1ha） 

 

◆居住誘導区域の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①中心市街地周辺エリア 

③古津賀市街地周辺エリア 

②具同市街地周辺エリア 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①中心市街地周辺エリア（居住誘導区域） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②具同市街地周辺エリア（居住誘導区域） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③古津賀市街地周辺エリア（居住誘導区域） 


